
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参 考 資 料 
〔法人課税関係〕 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年３月 12日 

財 務 省 
 

平 2 6 . ３ ． 1 2 

法 Ｄ １ － ４ 



目      次 
 
 
 

・ 法人税の税収力 ························································································ １ 

・ 復興特別法人税の１年前倒し廃止（案） ·································································· ２ 

・ 主要国の法人税率（基本税率）の推移 ···································································· ３ 

・ 国・地方を合わせた法人税率の国際比較 ·································································· ４ 

・ 法人所得課税（国・地方）の税収の推移（対ＧＤＰ比） ···················································· ５ 

・ 国民負担率（対ＧＤＰ比）の内訳の国際比較 ······························································ ６ 

・ 社会保険料事業主負担の国際比較（対ＧＤＰ比） ·························································· ７ 

・ 業種別法人税の税負担率（繰越欠損金控除前の所得に対する割合） ·········································· ８ 

・ 法人税の課税ベース ···················································································· ９ 

・ 所得金額と繰越欠損金額の推移 ········································································ １０ 

・ 法人税の納税状況（平成 23 年度） ····································································· １１ 

・ 主要国における法人税率の引下げと課税ベースの拡大措置等について ······································ １２ 

・ 業種別法人税額 ······················································································ １３ 

・ 日本の立地環境 ······················································································ １４ 

・ 企業の収益力 ························································································ １５ 

・ 利益計上法人の益金処分の内訳 ········································································ １６ 

・ 雇用者報酬・企業所得及び民間設備投資の推移 ·························································· １７ 

・ 内部留保・現預金等及び有形固定資産の推移 ···························································· １８ 

 



 
 
 
 
 
 

 

法人税の税収力 

○ 平成 26 年度予算ベースの法人税収は 10 兆円（税収総額（50 兆円）の 20％）。 

○ 法人税率１％当たりの税収は、足下（26 年度予算）で約 3,900 億円（国・地方を併せた法人税率１％当

たりでは約 4,700 億円）、過去最大で約 5，000 億円。 

法人税収の推移 

1

0123456789



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.5％ 

28.05％ 

30.0％ 

22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26年度 27 年度

4.5％下げ 

4.5％下げ 

   付加税 10％

 法人税率 

・・・

一年前倒し廃止 

 ○ 足元の企業収益を賃金の上昇につなげていくきっかけとするため、復興特別法人税を１年前

倒しして終了する。 

 

【現行制度の概要】 

  法人税の納税義務者は、平成 24 年４月１日から平成 27 年３月 31 日までの間に開始する事業

年度において、基準法人税額（所得控除等の適用前の法人税額）に対して 10％の付加税（復興特

別法人税）を納付する義務がある。 

復興特別法人税の１年前倒し廃止(案) 

(参考)平成 26 年度以降の法人実効税率(東京都、資本金１億円超の法人のケース)は、35.64％ 

「好循環実現のための経済対策」について 

 (平成 25 年 12 月 5 日閣議決定)(抄) 

 

○経済の好循環の実現   

経済の好循環を早期に実現する観点から、経

済政策パッケージに盛り込まれた所得拡大促進

税制の拡充や政労使会議での取組みとともに、

足元の企業収益を賃金の上昇につなげていくき

っかけとするため、復興特別法人税を１年前倒

しで廃止する。確実な成果を得るため、引き続

き、経済界への徹底した要請などの取組を行う

とともに、地方の中小企業等への効果を含め、

賃上げの状況についてフォローアップを行い、

公表する。 
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1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

主要国の法人税率（基本税率）の推移

米 35

仏 33 1/3

独 15

（年）

韓国は1982年以前、中国は1993年、シンガポールは2000年以前について、資料の制約のため掲載していない。
イギリスにおいては、2014年４月より21％、2015年４月より20％に法人税率を引き下げることが検討されている。
上記は国税について示している。なお、上記のほかに、日本では事業税及び住民税等、米国では地域により州・市の法人税、ドイツでは連帯付加税（連邦税）及び営業税（市町村税）、
フランスでは年間売上高763万ユーロ以上の法人に対し法人利益社会税が課されるほか、国土経済税（地方税）等、韓国では地方所得税（地方税）等が課される。
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（注１）
（注２）
（注３）
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24.5

22
20

18

日 25.5
28

（2014年１月現在）

30

3

0123456789
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国 税

地方税

国・地方合わせた法人税率の国際比較

上記の税率は、法人所得に対する租税負担の一部が損金算入されることを調整した上で、それぞれの税率を合計したものである。
日本の地方税には、地方法人特別税（都道府県により国税として徴収され、一旦国庫に払い込まれた後に、地方法人特別譲与税として都道府県に譲与される）を含む。また、法人事業税及び地方法人特別税については、外形標準課税の
対象となる資本金１億円超の法人に適用される税率を用いている。なお、このほか、付加価値割及び資本割が課される。
アメリカでは、州税に加えて、一部の市で市法人税が課される場合があり、例えばニューヨーク市では連邦税・州税（7.1％、付加税［税額の17％］）・市税（8.85％）を合わせた税率は45.67％となる。また、一部の州では、法人所得課税が課さ
れない場合もあり、例えばネバダ州では税率は連邦法人税率の35％となる。
イギリスにおける法人税率は2014年4月より21％、2015年4月より20％に引き下げることが検討されている。
フランスでは、売上高763万ユーロ以上の企業に対し、別途法人利益社会税（法人税額の3.3％）が課され、法人利益社会税を含めた税率は34.43％となる（ただし、法人利益社会税の算定においては、法人税額から76.3万ユーロの控除が行
われるが、前記税率の計算にあたり当該控除は勘案されていない）。さらに、別途、売上高2.5億ユーロ超の企業に対しては、2012年より2年間の時限措置として法人税付加税(法人税額の5％)が課されていたところ、2014年予算法によりさら
に2年間延期された(2014年以降の税率は法人税額の10.7％)。なお、法人所得課税のほか、国土経済税（地方税）等が課される。
ドイツの法人税は連邦と州の共有税（50:50）、連帯付加税は連邦税である。なお、営業税は市町村税であり、営業収益の3.5％に対し、市町村ごとに異なる賦課率を乗じて税額が算出される。本資料では、連邦統計庁の発表内容に従い、賦
課率393％（2012年の全ドイツ平均値）に基づいた場合の計数を表示している。
中国の法人税は中央政府と地方政府の共有税（原則として60:40）である。
韓国の地方税においては、上記の地方所得税のほかに資本金額及び従業員数に応じた住民税（均等割）等が課される。

（注）１．
２．

３．

４．
５．

６．

７．

ドイツ
（全ドイツ平均）

中国

連邦法人税率：35%
州法人税率：8.84%

法人税率：33 1/3%
法人税率：22%
地方所得税率：2.2%

法人税率：25%

イギリスアメリカ
（カリフォルニア州）

日本
（東京都）

韓国
（ソウル）

フランス

法人税率：23%

40.75％

33.33％

25.00％
23.00％

24.20％

17.00％

シンガポール

法人税率：17%

35.64％

法人税率：15%

連帯付加税

：法人税額×5.5%
営業税率：13.72%

29.59％

38.01％

40.69％

法人税率： 30.0%（～23年度）、 25.5%（24年度～）

復興特別法人税：法人税額×10%（24 ・25年度（案））

事業税率：3.26%（※）

地方法人特別税：事業税額×148%（※）

住民税 ：法人税額×20.7%（※）

地方法人税（仮称）：法人税額×4.4％（26年10月～）（案）

（※）26年10月以降開始事業年度は、税率に変更がある見込

24年度・25年
度（案）

23年度
改正前

26年度以降
（案）
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法人所得課税（国・地方）の税収の推移（対ＧＤＰ比） 

（出所）OECD”Revenue Statistics 1965-2011”、同”National Accounts” 
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3.8% 2.1%

2.8%

12.0% 6.9%

8.4%
16.9%
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18.6%
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3.6%

6.8%

28.3%

25.4%

36.6%
38.8%

42.8%
45.0%

25.5%
23.0%

20.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

日本

(2010年度)

アメリカ

(2010年)

イギリス

(2010年)

ドイツ

(2010年)

スウェーデン

(2010年)

フランス

(2010年)

韓国

(2010年)

中国

（2010年）

シンガポール

（2010年）

国民負担率（対GDP比）の内訳の国際比較

（注）1. 日本は平成22年度（2010年度）実績、諸外国は、OECD "Revenue Statistics 1965-2011"及び同 "National Accounts "による。なお、日本の平成25年度（2013年度）
予算ベースでは、国民負担率：40.0%、租税負担率：22.7%、個人所得課税：7.3%、法人所得課税：4.6%、消費課税：7.1%、資産課税等：3.7%、社会保障負担率：17.3%、
潜在的国民負担率：53.2％となっている。

2. 租税負担率は国税及び地方税の合計の数値である。また所得課税には資産性所得に対する課税を含む。
3. 四捨五入の関係上、各項目の計数の和が合計値と一致しないことがある。

4. 老年人口比率については、日本は2010年の推計値（総務省「人口推計」における10月1日現在人口）、諸外国は2010年の数値（国際連合 "World Population Prospects: The 2010
Revision Population Database"による）である。なお、日本の2013年の推計値（国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成24年（2012年）1月推計）による）は

〔老年人口比率〕

消 費 課 税

国民負担率
（対GDP比）

資 産 課 税 等

法人所得課税

個人所得課税

28.2%

22.0%

34.1%

26.4%

租税

負担率

16.3%

潜在的な国民負担率

(財政赤字を含む）
42.8% 52.1%43.0%46.6%36.9% 37.3%

所得課税

8.3％ 10.8%

9.5%

16.2%

10.3%
13.1%

人的会社も含め
ると法人所得課
税負担率は約
43％増（計2.2％）

7.1%

19.3%

4.4%

19.4%

6.0%

13.5%

24.1% 25.1%

（注）1. 日本は平成22年度（2010年度）実績、諸外国は、OECD "Revenue Statistics 1965-2011"及び同 "National Accounts "及び"Economic Outlook No93"、中国、シンガポールは
IMF"World Economic Outlook  October2012""Government Finance Statistics 2012"及び各国資料による。なお、日本の平成25年度（2013年度）予算ベースでは、国民負担率：29.4%、
租税負担率：16.7%、個人所得課税：5.4%、法人所得課税：3.4%、消費課税：5.2%、資産課税等：2.7%、社会保障負担率：12.7%、 潜在的国民負担率38.6％となっている。

2. 租税負担率は国税及び地方税の合計の数値である。また所得課税には資産性所得に対する課税を含む。
3. 四捨五入の関係上、各項目の計数の和が合計値と一致しないことがある。

4. 老年人口比率については、日本は2010年の推計値（総務省「人口推計」における10月1日現在人口）、諸外国は2010年の数値（国際連合 "World Population Prospects: The 2010
Revision Population Database"による）である。なお、日本の2013年の推計値（国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成24年（2012年）1月推計）による）は
25.1となっている。

〔13.1〕 〔16.6〕 〔20.4〕 〔18.2〕〔23.0〕〔老年人口比率〕 〔16.8〕

社会保障負担率

18.5%

潜在的な国民負担率

(財政赤字を含む）
42.8% 52.1%43.0%46.6%36.6% 36.7%

S法人も含めると
法人所得課税負
担率は約28％増
（計3.4％）

25.5% 24.6% 20.3%

〔9.5〕 〔8.2〕 〔9.0〕
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5.1%

3.2%
3.8%

6.7%

8.5%

11.3%

2.5%
2.8% 2.8%

3.2%

2.7%

3.1%

1.5%

3.5%

2.1%

3.5%
3.2%

3.9%

0%

5%

10%

15%

日本

（2010年）

アメリカ

（2010年）

イギリス

（2010年）

ドイツ

（2010年）

スウェーデン

（2010年）

フランス

（2010年）

韓国

（2010年）

中国

(2010年）

シンガポール

（2010年）

社会保険料事業主負担の国際比較（対GDP比）

社会保険料の事業主負担（対GDP比）

（参考）法人所得課税の税収（対GDP比）

（出典） 日本：内閣府「国民経済計算確報」、米英独瑞仏韓:OECD "Revenue Statistics 1965‐2011"及び同 "National Accounts"、中国、シンガポール:IMF”Government Finance 
Statistics 2012”及び各国政府資料等。
（注）OECD "Revenue Statistics"においては、社会保険料に係る計数について、分類不能とされている項目があり、これについては計算上関連する項目に按分している。

中国の事業主負担については、基本養老保険、医療保険、失業保険、生育保険、労災保険の保険金収入額を、2010年当時の北京市の雇用者拠出率と被雇用者拠出率の割合
で按分して計算している。また、シンガポールの事業主負担については、CPFの保険金収入額を2010年当時の基本的な雇用者拠出率と被雇用者拠出率の割合で按分して計算し
ている。

（未定稿）

2.2%

人的会社も含め
ると法人所得課
税負担率は約
43％増

S法人も含めると
法人所得課税負
担率は約28％増

3.4%

7

0123456789



21.3  

20.8  

24.2  

21.7  

18.2  

19.7 

23.1  

22.1  

▲0.8  

▲2.4  

▲1 

▲6.9  

▲1.7  

▲2.3  

▲0.2  

▲0.2  

▲6.0  

▲6.4  

▲4.3 

▲0.2  

▲9.8  

▲6.6  

▲5.7  

▲6.2  

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

税負担率 

租税特別措置による

特別税額控除の影響 

欠損金の当期控除の

影響 

業種別法人税の税負担率（繰越欠損金控除前の所得に対する割合）【平成２３年度】 
 
 

全合計 

製造業全体 
 

食料品 
 
 

医薬品 

電気機械器具 

輸送用機械器具 
 

卸・小売業 

サービス業 

製造業のうち 

（％） 

※欠損金控除前の所得金

額に占める当期の法人税

額の割合 

※欠損金控除前の所得金

額に占める当期の特別税

額控除額の割合 

※所得金額と当期欠損金

控除額との比率から試算 

（注2）申告の集計データに基づき財務省で作成 

（注1） 

平成23年度の法人

税率は30％ 
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法人税額 8.7兆円  
欠損金の繰越 

控除 

2.3兆円  

租特減収額0.9兆円  

連結納税 

0.5兆円  

法人税の課税ベース 

うち研究開発税制 3,395億円 

   中小企業者等の法人税率の特例 942億円 

   中小企業投資促進税制 514億円 
 

（出典）平成23年度会社標本調査（国税庁） 

（注）１．欠損金の繰越控除は、大法人及び連結法人（以下「大法人等」という）の控除額（5.51兆円）及び中小法人の控除額（4.20兆円）に税率を乗じたもの。なお、平成23年度改正における欠損金の繰越 

    控除（８割）制限措置による増収見込額は、0.2兆円 

   ２．租特減収額は、「租特の適用実態調査の結果に関する報告書(第183回国会提出)」における法人税関係特別措置の適用実態調査結果（平成23年度）を基に、一定の前提をおいて試算したもの 

   ３．受取配当益金不算入は、大法人等の益金不算入額（利益法人：2.43兆円、欠損法人2.98兆円）及び中小法人の益金不算入額（利益法人：0.13兆円、欠損法人：0.24兆円）に税率を乗じたもの。 

    なお、欠損法人に関しては、その40％が減収に影響するものとして算出 

   ４．連結納税は、連結法人の申告所得金額（3.04兆円）と個別所得金額（5.00兆円）の差額に税率を乗じたもの 

   ５．大法人等の税率は25.5％、中小法人の税率は23％を利用 

   

受取配当益金不算入 

 1.0兆円  

４．５兆円 

うち欠損金の 

繰越控除制限 

 0.2兆円  

9

0123456789



（注）１　「当期所得」は、繰越欠損金額の控除後の金額である。
（注）２　出典：　税務統計から見た法人企業の実態－会社標本調査結果報告－（国税庁）
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(86)
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平元 

(89) 

2

(1990)

3

(91)

4

(92)

5

(93)

6

(94)

7

(95)

8

(96)

9

(97)

10

(98)

11

(99)

12

(2000)

13

(01)

14

(02)

15

(03)

16

(04)

17

(05)

18

(06)

19

(07)

20

(08)

21

(09)

22

(10)

23

(11)

（兆円） 

所得金額と繰越欠損金額の推移 

（備考）平成17年分以前は各年の２月１日から翌年の１月31日まで、平成18年度分以降は各年の４月１日から翌年の３月31日までの間に終了した事  
 
     業年度を対象期間としている。 
 

翌期繰越欠損金額 

繰越欠損金控除額 
所得金額（繰越控除後） 

（年(度)分） 

37.5％ 

34.5％ 

30％ 

40％ 
42％ 

43.3％ 

法人税率 

欠損法人割合 
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全法人合計（約２６７万社） 

 116万社 

(43.4％) 

法人税の納税状況（平成２３年度） 

 ７０万社 

 （26.2％） 

８１万社 

（30.3％） 

欠損法人 
法人税の納税法人 

繰越欠損金の控除により所得

が０となった法人 

（注）申告の集計データに基づき財務省で作成 
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法人税率の引下げ 主な課税ベースの拡大措置等 

1997 年度改正 [33⇒31％]  【▲14 億ﾎﾟﾝﾄﾞ】 ・配当に係る還付制度の廃止 等                           【計 67 億ﾎﾟﾝﾄﾞ】 

1999 年度改正 [31⇒30％]  【▲7億ﾎﾟﾝﾄﾞ】 ・外国子会社合算税制の見直し                                    【計 1億ﾎﾟﾝﾄﾞ】

2008 年度改正 [30⇒28％]  【▲10 億ﾎﾟﾝﾄﾞ】 ・機械設備に係る減価償却率引下げ等                          【計 17 億ﾎﾟﾝﾄﾞ】 

2011～15 年度改正 [28⇒20％] 
  【▲153 億ﾎﾟﾝﾄﾞ】 

・機械設備に係る減価償却率引下げ（＋47 億ポンド） 
・銀行税の導入・税率の引上げ（＋105 億ポンド）   等             【計 175 億ﾎﾟﾝﾄﾞ】 

法人税率の引下げ 主な課税ベースの拡大措置等 

2001年度改正 [52⇒39％]   【▲103億ﾕｰﾛ】 ・減価償却率の引下げ（＋69 億ﾕｰﾛ） 
・過少資本税制の強化（＋5億ﾕｰﾛ）                 等    【計 74 億ﾕｰﾛ】 

2003 年度改正 

2004 年度改正 

・配当による法人税還付の制限（＋10 億ﾕｰﾛ） 
・連結納税制度適用の制限（＋12 億ﾕｰﾛ） 
・欠損金の繰越限度額の設定（＋6億ﾕｰﾛ）               等    【計 38 億ﾕｰﾛ】

2008 年度改正 [39⇒30％]  【▲267 億ﾕｰﾛ】 ・営業税の損金算入否認（＋114 億ﾕｰﾛ） 
・支払利子の損金算入制限（＋11億ﾕｰﾛ）                   等    【計234億ﾕｰﾛ】 

法人税率の引下げ 主な課税ベースの拡大措置等 

1991 年度改正 [37⇒34％]    【▲4 億ﾕｰﾛ】 ・法人の有価証券に係るキャピタルゲイン課税の税率引上げ           【計 4 億ﾕｰﾛ】 

1993 年度改正 [34⇒33.3％]  【▲4億ﾕｰﾛ】 
・法人概算課税の税率引上げ                                     【計 4 億ﾕｰﾛ】
※ 法人概算課税とは、売上高に応じて一定額を課すもの。法人税を納めない法人に課税する目的で1974年に導入。 

主要国における法人税率の引下げと課税ベースの拡大措置等について 

イギリス

ドイツ

フランス

税率引下げなし 

（注）ドイツの法人税率には、連邦と州の共有税である法人税、連帯付加税（法人税額の 5.5％）、市町村税である営業税の税率が含まれる。

2007 年に付加価値税率の引上げと所得税の最高税率の引上げにより財政黒字を達成 
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医薬品

13％（3,132億)

機械

12％(2,966億円）

食料品

12％（2,881億円)

化学工業

10％（2,414億円)

電気機械器具

10％（2,383億円）

自動車・同付属品

6％（1,606億円)

輸送用機械器具

10％（2,479億円）

金属製品

5％（1,319億円）

出版印刷

3％（855億円）

繊維製品

2％（602億円）

窯業・土石製品

2％（582億円）

鉄鋼

2％（563億円）

その他

19％（4,642億円）

建設業
5％（4,423億円）

卸売業
12％（1兆854億）

製造業
26％（2兆4,818億円）

小売業
9％（8,396億円）

銀行・信託業
5％（4,259億円）

その他の金融・

証券・保険
7％（6,989億円）

不動産業
6％（5,097億円）

サービス業
17％（1兆6,481億円）

料理飲食・旅館業

1％（1,083億円）

運輸通信公益事業

11％（1兆293億円）

その他
農林水産業等

1％(978億円）

廃棄物処理

3％（443億円）
遊技所業

8%(1,322億円)

ソフトウェア・インターネット

関連等の情報サービス

20%（3,274億円）

病院・介護等の医療保健・

医療関連サービス

19%（3,007億円）

物品賃貸

8％（1,236億円）対個人サービス業

（洗濯、理髪等）

7％（1,197億円）

広告

4％（637億円）
娯楽

12%(2,027億円)

修理

2％（396億円）

その他

26％（4,263億円）

業種別法人税額

業種別法人税額の合計額 ９兆３,６７０億円 （平成23年度）

（注）申告の集計データに基づき財務省で作成
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日本の立地環境 
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その他

通信コスト

その他

放射能汚染に対する不安

外国人の生活環境の厳しさ

公共料金

制度・体制の不備

資金調達の厳しさ

法務・税務等アウトソーシングコスト

物流コスト

地震・津波など自然災害に対する不安

所得税負担

円高

法人税負担

人材確保の厳しさ

社会保障費の負担

行政手続き・許認可制度の厳しさ、複雑さ

外国語によるコミュニケーションの厳しさ

給与報酬の高さ

オフィス・事業用地の取得・賃貸コスト

日本市場の特殊性

ビジネスコストの高さ

 
-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

事業活動コスト

英語でのコミュニケーション

市場としての成長性

事業規制の開放度

一般人材

課税レベル

ビジネス習慣

行政からの優遇策

高度人材（管理職）

税制・規制の透明性

グローバル本社からのアクセス

知財等の法整備

技術力

ビジネス上の信頼感

地域内拠点へのアクセス

サプライヤーへのアクセス

資金調達環境

パートナーへのアクセス

インフラ

顧客へのアクセス

高度人材（専門職）

社会の安定性

市場の大きさ

（出所）日本に進出した外資系企業に対する日本における投資阻害要因 
アンケート調査（平成 25 年 3 月ジェトロ) 

 

日本における投資阻害要因(外資系企業の声) 

（アンケートの対象） 
ジェトロが支援して日本に進出
した外資系企業 102 社より回答 
青色：日本における投資阻害因

(上位４項目選択) 
赤色：ビジネスコストの高さに

関する要因の内訳 
(上位 3 項目選択) 

日本のビジネス環境の「強み」と「弱み」 

（出所）欧米アジアの外国企業の対日投資関心度調査（平成 24 年 3 月 
アクセンチュア経済産業省委託調査） 
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企業の収益力 

○ 納税の発生する利益計上法人の事業コスト（営業費用（売上原価、販管費）、営業外費用、特別損失）は売上げの約９

５％。一方、売上げに対する法人税額は１．４％程度。 

○ 日本企業の利益率は国際的に見て極端に低い水準。 

利益計上法人の利益構造（対売上比率） 

 日 本 韓 国 

 金額 

（兆円） 
構成比 

金 額 

(兆 ウ オ ン )  構成比 

売 上 767.1 100.0% 3,450.1 100.0% 

税引き前利益 39.2 5.1% 258.4 7.5% 

申告所得金額 33.9 4.4% 228.1 6.6% 

法 人 税 額 10.4 1.4% 39.6 1.1% 

利益計上法人割合 27.7％ 67.6％ 
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売上高営業利益率の国際比較

我が国企業の利益率は
極端に低くなっている

（%）

11.5 

4.0 

6.9 

22.1 

8.3 

4.9 

12.1 
10.7 

12.4 

0.9 

12.7 

7.3 
6.2 

3.9 
4.6 

3.7 

（出所） 日本：平成 23 年度会社標本調査（国税庁）より推計。韓国：2012 年統計年報（韓国国税庁） 
（注１） 日本の税引き前利益は、申告所得金額に受取配当及び海外子会社から受け取る配当等の益金不

算入額と繰越欠損金の当期控除額を加算し、寄附金及び交際費等の損金不算入額を控除して算出。 
（注２） 日本：利益処分の法人税額に、所得税額控除額及び外国税額控除額を加算して算出。韓国：支

払税額に外国税額控除額及び最低限税額を加算して算出。 

（出所）日米欧アジア機械産業の国際競争力の現状（日本機械輸出組合） 
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31.0% 31.6% 32.1% 32.0% 31.8% 31.9% 28.5% 25.9% 24.9% 25.5% 25.3% 23.8% 23.3% 21.6% 20.5% 20.4% 22.1% 22.0% 21.3%

25.4% 23.8% 21.5% 19.5% 20.6% 20.4%
18.7%

22.7% 19.4% 17.0% 15.7% 14.3% 13.4%
14.4% 14.9% 14.8%

14.1% 12.1% 11.7%

10.9% 11.8%
12.5%

10.3% 10.4% 11.4%

11.1% 12.4%

10.7%
11.4% 12.3%

13.4% 16.1% 9.4% 17.5% 23.7% 19.6%
21.0% 21.8%

32.8% 32.8% 33.9%

38.3% 37.2% 36.3%

41.7%
39.1%
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48.4% 47.2%
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利益計上法人の益金処分の内訳

（出所）“会社標本調査”（国税庁）

社内留保（純増分）

配 当
その他社外流出

法人税額

平10、11年
法人税率

引き下げ
37.5→30.0
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雇用者報酬、企業所得及び民間設備投資の推移
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民間法人企業所得
（右軸） 民間設備投資

（右軸）

雇用者報酬
（左軸）

（出所）「国民経済計算」（内閣府）

（兆円） （兆円）

平成

（年度）
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142.8 131.1 
157.0 

194.2 
167.9 

188.9 185.3 
203.9 202.2 

252.4 
269.4 279.8 268.9 

293.9 
281.7 

304.5

169.1 166.0 166.1 160.8 144.8 146.6 140.5 152.7 153.9 162.8 154.5 167.5 178.0 186.8 185.5 190.0 

486.4 498.5 495.9 
481.6 472.6 466.5 456.5 465.9 465.2 464.8 453.9 457.6 459.1 463.4 458.8 

428.1 

27.8 

21.2 

26.9 

35.9 

28.2 

31.0 

36.2 

44.7 

51.7 54.4 53.5 

35.5 
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43.7 45.3 
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(左軸)内部留保(利益剰余金)

(左軸)現金・預金と有価証券(流動資産)

(左軸)有形固定資産

(右軸)経常利益

内部留保・現預金等及び有形固定資産の推移（全産業）

経常利益

経常利益
（兆円）（兆円）

（注） 全産業（金融・保険業を除く）を対象。

（出典）「法人企業統計」（財総研） 18
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